
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

講演会、発表会等多

目的に利用できるホ

ールです。 

収容人員は、机の場

合 100 名程度・イ

スだけの場合 200

～300名程度です。

テーブル・イスは利

用者の方に配置して

いただいています。 調理実習台が 5 台備えられ

ており、30名程度までの実

習ができます。各種グルー

プサークルの料理講習など

にご利用ください。 

少人数の会議、研修等に

ご利用ください。 

収容人員は、50 名程

度。会議のほか、小規模

な講演会等にもご利用

ください。 

 

センターをご利

用いただく市民

のためのくつろ

ぎの場です。市民

の茶の間として

お気軽にお立ち

寄りください。 
8 畳の和室です。講演

会等の講師控え室とし

ても利用できます。 

赤いジュ―タン敷きの会議

室です。25 名程度の各種

会議にご利用ください。 

約 22 名程度収容できる

部屋です。名前は展示室

ですが、会議等をする部

屋としてご使用していた

だいております。 

21 畳 2 間の和室です。少人

数から 80 名程度の研修に利

用できます。 

座卓、座布団を備えています。

正座ができない方のために座

椅子もございますので、お気

軽にご利用ください。 

備品：机 57 台 イス 396 脚 スクリーン 

備品：座卓 17 台 座布団 座椅子 12 脚 

 

備品：机 10 台 イス 30 脚 

２階 

講師室は会議室を通って、奥にあります。 

２階・エアコン付き 

２階 

２階 

備品：机 11 台 イス 22 脚  

備品：調理台 5 台 イス 29 脚  

備品：机 11 台 イス 21 脚  

（＋予備としてイス 10 脚） 

備品：机 1９台 イス 37 脚  

（＋予備としてイス 16 脚） 

マイクや電気ドラム等の貸し出しも行っておりますので、必要な場

合は申請前にお問い合わせください。 

２階・エアコン付き 

２階 

３階 

３階・エアコン付き 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区分 
日 中 

（９時から 17 時までの使用） 

夜 間 
（17 時から 22 時までの使用） 

４時間未満 ４時間以上 ３時間未満 ３時間以上 

大集会室 5,290 円 6,610 円 5,290 円 7,040 円 

会議室 

1,600 円 2,010 円 1,600 円 2,110 円 
和室 
研修室 
展示室 
調理室 

講師室 
890 円 1,110 円 890 円 1,180 円 

小会議室 

                    構 造 規 模  鉄筋コンクリート造 3階建 

 建 築 面 積 

 

総面積  2,710.23㎡ 

1階面積 1,227.45㎡ 

2階面積 1,160.01㎡ 

3階面積   322.77㎡ 

 工     期  着 工 昭和 56年 7月 7日 

竣 工 昭和 57年 2月 27日 

  

ただし、次に該当する場合、使用料が免除される場合がありますので、

お問合せください。 

1. 心身に障害がある方が使用する場合 

2. 久慈市教育委員会又は教育機関が共催して社会活動を行う

場合 

3. 社会教育関係団体等が社会活動のために使用する場合 

4. 町内会等地域住民組織が集会のために使用する場合 

5. 国又は地方公共団体が使用する場合 

6. 公共又は公益のために使用する場合 

7. その他上記に準ずる使用で市長が適当と認める場合 

日中から夜間まで引き続き使用する場合の使用料は、それぞれの区分の 

合計額となります。 

開館時間 午前９時～午後 10 時 

（夜間の利用がない場合は、平日／午後８時まで 

土日／午後５時まで） 

休館日 

・毎週月曜日 ・国民の祝日（振替休日等を含む） 

・年末年始（12 月 29 日～1 月 3 日） 

使用するとき 

・使用する日の 2 か月前から 3 日前までに使用許可申請書 

を提出し、許可を受けてください。 

・申請書と一緒に、定められた使用料の納付をお願いしま 

す。 

・詳しくは「令和８年度中央市民センター本館の利用に 

関するお願い」をご覧ください。 

使用申込み先 

 久慈市中央市民センター 電話 0194-53-4606 
  ※窓口業務（問合せ、申込み受付等）は月曜日を含む平日の 

午前９時～午後５時の間にお願いします。 

駐車場 

約20台 
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